
「北海道バプテスト研修センター」規約  

（設置） 

第１条 北海道バプテスト連合（以下「連合」という）規約第１９条に基づき北海道バプテス

ト研修センター（以下「研修センター」という）を設置する。 

 

（名称及び所在地） 

第２条 前条の機関の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

名 称 北海道バプテスト研修センター 

所在地 研修センター運営委員長の住所に置く。 

 

（目的） 

第３条 研修センターは、連合諸教会・伝道所において、教会形成、開拓伝道、社会的・国際

的ミッションを担う信徒・牧師の継続的な研修、献身者の掘り起こしと予備的な研修

を目的とする。 

 

（事業） 

第４条 研修センターは、その目的達成のために下記の事業を行う。 

（１） 信徒セミナー（各地域での集中的な対面式の研修）、 

（２） エクステンション・プログラム（単一ならびに複数教会からの要請に基づく

講師の派遣）。 

（３） 無牧師教会サポートプログラム（無牧師教会への総合的な研修支援） 

（４） 連合の様々な研修・教育活動との連携。 

（５） 図書資料の保管・貸出、 

（６） その他 

 

（運営委員） 

第５条 研修センターは、連合総会で選任された運営委員３名で運営に当たる。運営委員会は、

委員の互選により委員長１名を選任する。委員長は研修センターを代表する。 

２ 運営委員会の議事は出席委員の過半数をもって決定する。 

３ 運営委員の欠員が生じた場合は、速やかに後任者の選出を連合会長に申し出なければな

らない。 

４ 運営委員会は、必要に応じて協力委員を任命し業務を委託することができる。 

５ 協力委員は、運営委員会に出席し、事業への協力を行う。 

６ 協力委員の任期は、運営委員会が定め、再選を妨げない。 

 

（職員） 

第６条 運営委員会は、必要に応じて職員を置くことができる。 

２ 職員の業務内容、任期、勤務条件等は、運営委員会が別に定める。 

 

（運営委員会の職務） 



第７条 運営委員会は次の事項を取扱う。 

（１） 研修事業やカリキュラムに関する事項 

（２） 予算の審議及び、決算の承認に関する事項 

（３） 人事に関する事項 

（４） 連合役員会および連合総会への事業報告 

（５） 連合総会へ会計報告を行い、連合監査により監査を受けること 

（６） その他連合総会が委託した事項 

 

（財務） 

第８条 研修センターの運営に必要な経費は、受講料、連合からの支援金、寄付献金等をもっ

てまかなう。 

 

（会計年度） 

第９条 研修センターの会計年度は４月１日を以って始まり、翌年３月３１日を以って終わる

が、事業の特質上、予算の独立性と繰り越しが認められるものとする。 

 

（委任） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、図書資料の貸し出し規定や諸経理規定等、必要な事

項は、運営委員会が別に定める。 

 

（規約変更） 

第１１条 この規約の変更は、運営委員会の議決を経て、連合総会の承認を得なければならな

い。 

 

（設立年月日） 

第１２条 本研修センターの設立年月日は２０１０年４月２９日とする。 

 

附則 

この規約は、２０１０年４月２９日から施行する。 

この規約の変更は２０１１年４月２９日より施行する。 

この規約の変更は２０１４年４月２９日より施行する。 

この規約の変更は２０２２年６月７日より施行する。 

 

 

 


